
提

出

者

金

田

誠

一

平
成
十
四
年
十
一
月
二
十
六
日
提
出

質

問

第

一

三

号

情
報
公
開
法
第
五
条
第
三
号
の
解
釈
に
関
す
る
質
問
主
意
書

13



情
報
公
開
法
第
五
条
第
三
号
の
解
釈
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
「
情
報
公
開
法
」
と
い
う
。
）
は
、
行
政
が
保
有
す
る
情

報
を
原
則
公
開
と
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
が
、
例
外
的
に
不
開
示
が
認
め
ら
れ
る
情
報
の
一
つ
と
し
て
第
五
条
第
三
号
に
お

い
て
「
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
の
安
全
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
、
他
国
若
し
く
は
国
際
機
関
と
の
信
頼
関
係
が
損
な
わ
れ
る

お
そ
れ
又
は
他
国
若
し
く
は
国
際
機
関
と
の
交
渉
上
不
利
益
を
被
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
行
政
機
関
の
長
が
認
め
る
こ
と
に
つ
き

相
当
の
理
由
が
あ
る
情
報
」
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
う
し
た
情
報
が
例
外
的
に
不
開
示
と
さ
れ
る
べ
き
は
当
然
で
は
あ
る
が
、
一
方
で
「
国
の
安
全
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
」
と

い
う
定
義
は
抽
象
的
で
あ
り
、
運
用
次
第
で
は
例
外
で
あ
る
は
ず
の
不
開
示
情
報
の
範
囲
が
拡
大
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
た

め
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
以
下
質
問
す
る
。

一

秘
密
保
全
規
則
等
に
お
け
る
定
義
と
の
違
い

情
報
公
開
法
第
五
条
第
三
号
で
い
う
「
国
の
安
全
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
」
と
は
、
以
下
の
定
義
と
同
じ
な
の
か
、
異
な
る

の
で
あ
れ
ば
そ
の
違
い
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
国
の
安
全
、
利
益
に
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
」
（
「
内
閣
官
房
秘
密
文
書
取
扱
規
程
」
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
内

一



閣
総
理
大
臣
決
定
）
第
三
条
）
。

�

「
国
の
安
全
又
は
利
益
に
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
」
（
「
秘
密
保
全
に
関
す
る
訓
令
」
（
昭
和
三
十
三
年
防
衛
庁
訓
令

第
百
二
号
）
第
五
条
）
。

�

「
国
の
安
全
、
利
益
に
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
」
（
「
秘
密
保
全
に
関
す
る
規
則
」
（
平
成
二
年
外
務
省
訓
令
第
二

号
）
第
三
条
）
。

�

「
国
の
安
全
又
は
利
益
に
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
」
（
「
法
務
省
秘
密
文
書
等
取
扱
規
程
」
（
昭
和
五
十
九
年
秘
総
訓

第
七
百
二
十
三
号
大
臣
訓
令
）
第
三
条
）
。

二

秘
密
保
全
規
則
等
と
の
関
係

「
防
衛
庁
に
お
け
る
不
開
示
情
報
の
基
準
に
つ
い
て
」
（
内
閣
府
、
外
務
省
等
の
そ
れ
も
ほ
ぼ
同
じ
な
の
で
こ
れ
を
代
表

さ
せ
る
）
に
よ
る
と
、
情
報
公
開
法
第
五
条
第
三
号
を
以
下
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

「
国
の
安
全
」
と
は
、
国
家
の
構
成
要
素
で
あ
る
国
土
、
国
民
及
び
統
治
体
制
が
害
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
平
和
で
平

穏
な
状
態
に
保
た
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
国
と
し
て
の
基
本
的
な
秩
序
が
平
穏
に
維
持
さ
れ
て
い
る
状
態
を
い

う
。
具
体
的
に
は
、
直
接
侵
略
及
び
間
接
侵
略
に
対
し
、
独
立
と
平
和
が
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
国
民
の
生
命
が
国
外

二



か
ら
の
脅
威
等
か
ら
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
国
の
存
立
基
盤
と
し
て
の
基
本
的
な
政
治
方
式
及
び
経
済
・
社
会
秩
序

の
安
定
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

「
国
の
安
全
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
」
と
は
、
こ
れ
ら
の
国
の
重
大
な
利
益
に
対
す
る
侵
害
の
お
そ
れ
（
当
該
重
大
な

利
益
を
維
持
す
る
た
め
の
手
段
の
有
効
性
を
阻
害
さ
れ
、
国
の
安
全
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合

を
含
む
）
を
い
う
。

そ
こ
で
以
下
の
点
に
関
し
て
政
府
の
理
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

右
の
不
開
示
情
報
の
基
準
に
関
す
る
解
釈
に
従
え
ば
、
情
報
公
開
法
第
五
条
第
三
号
で
い
う
「
国
の
安
全
が
害
さ
れ
る

お
そ
れ
」
に
該
当
す
る
情
報
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
行
政
機
関
に
お
け
る
秘
密
保
全
規
則
等
に
基
づ
い
て
秘
密
に
指
定

さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

�

情
報
公
開
法
第
五
条
第
三
号
で
い
う
「
国
の
安
全
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
」
に
該
当
す
る
情
報
を
、
そ
の
指
定
権
者
が
行

政
機
関
に
お
け
る
秘
密
保
全
規
則
等
に
基
づ
い
て
秘
密
に
指
定
し
な
い
場
合
は
国
家
公
務
員
法
第
八
十
二
条
又
は
自
衛
隊

法
第
四
十
六
条
で
い
う
「
職
務
上
の
義
務
に
違
反
し
、
又
は
職
務
を
怠
つ
た
場
合
」
に
該
当
す
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の

見
解
は
ど
う
か
。

三



三

守
秘
義
務
と
の
関
連

�

右
開
示
基
準
に
従
え
ば
、
情
報
公
開
法
第
五
条
第
三
号
で
い
う
「
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
の
安
全
が
害
さ
れ
る
お

そ
れ
」
に
該
当
す
る
情
報
は
、
例
外
な
く
、
い
わ
ゆ
る
非
公
知
性
と
秘
匿
の
必
要
性
の
二
つ
の
要
素
を
具
備
し
て
い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

�

同
号
で
い
う
「
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
の
安
全
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
」
に
該
当
す
る
情
報
は
、
例
外
な
く
国
家
公

務
員
法
第
百
条
又
は
自
衛
隊
法
第
五
十
九
条
で
い
う
「
秘
密
」
に
該
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う

か
。

�

同
条
第
三
号
以
外
の
各
号
に
該
当
す
る
不
開
示
情
報
も
ま
た
例
外
な
く
、
い
わ
ゆ
る
非
公
知
性
と
秘
匿
の
必
要
性
の
二

つ
の
要
素
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

�

同
条
第
三
号
以
外
の
各
号
に
該
当
す
る
不
開
示
情
報
が
右
要
素
を
具
備
す
る
も
の
と
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
不
開
示
情
報

は
例
外
な
く
国
家
公
務
員
法
第
百
条
又
は
自
衛
隊
法
第
五
十
九
条
で
い
う
「
秘
密
」
に
該
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

右
質
問
す
る
。

四


